
様式２号
様式２号の２
（同意書）

施術管理者選任証明
（個人開設 １号の２）
（法人開設 １号の３）

※１

様式１号
免許証（写）

※２
勤務形態確認表 住民票 保健所の開設届（写）

保健所の届出事項
変更届（写）

保健所の
廃止届（写）

実務経験期間
証明書の写し

※３

左記証明書に記載の内容が確認で
きる保健所の開設（変更）届の写し

（受領委任の取扱いが無い施術所の
場合のみ）

研修修了証
（写）

様式４号 その他

1 新規申出（施術所） ○
勤務者がいれば

○
管理者と開設者が

異なれば○
○ ○ 複数施術所管理の場合○ － － ○ ○ ○ － －

2 施術管理者の変更（管理者交代） ○
勤務者がいれば

○
管理者と開設者が

異なれば○
○ ○ 複数施術所管理の場合○ － － ○ ○ ○

○
※４

－

3 新規申出（出張専門） ○ 　－ － ○ ○
・複数施術所管理の場合
・出張専門＋勤務の場合
　　　　　　　○

○
○

（出張業務開始届）
－ － ○ ○ ○ － －

4 施術所の住所変更（移転）※５ ○
勤務者がいれば

○
管理者と開設者が

異なれば○
○ ○

複数施術所管理
の場合○

－ ○ － ○
○

※７
－

5 施術管理者の氏名変更 － － － －
○

（氏名変更後）
－ － － ○ － － － － ○ －

6
施術管理者の住所、電話番号変更

（15に該当する場合を除く）
－ － － － － － － － － － － － － ○ －

7 施術所名称変更 － － － － － － － － ○ － － － － ○ －

8 施術所電話番号の変更 － － － － － － － － ○ － － － － ○ －

9 従事者追加、従事者の氏名変更 －
○

（追加のみ）
－ － ○ － － ー ○ － － － － ○ －

10 従事者削除 － － － － － － ー ○ － － － － ○ －

11
開設者（法人格）変更

個人開設から法人開設へ変更
－ －

管理者と開設者が
異なれば○

－ － － － ○ － ○ － － － ○ －

12
開設者（法人）の代表者の変更

（法人格の変更を伴わない場合）
－ － ー － － － － －

○
（登記事項証明書も可）

－ － － － ○

13 開設者の住所、電話番号変更 － － － － － － － － ○ － － － － ○ －

14 標榜時間の変更 － － － － － － － － － － － － － ○ －

15
出張専門管理者の住所変更

（同一府県内での引越）
－ － － － － － ○ － ー － － － － ○ －

16 施術管理者の死亡 － － － － － － － － － － － － － ○
死亡の事実を確認できる書類
（住民票除票・死亡診断書等）

17

施術所の廃止・
受領委任の取扱いの辞退・

出張専門管理者の住所変更
（同一府県外での引越）

－ － － － － － － － － 廃止の場合は○ － － － ○ －

18
施術管理者（出張専門）が別の施術所

で勤務することとなったとき
－ － － － － ○ － － － － － － － ○

19
複数の施術所を管理する施術管理者
について、勤務形態確認票による申し

出内容に変更があったとき
－ － － － － ○ － － － － － － － ○

20 その他の変更 － － － － － － － － － － － － － ○ 事実確認ができる書類等

21

受領委任を取り扱う療養費の種類の追
加（施術管理者の追加がない場合）

※施術管理者の追加がある場合は新
たに上記１「新規申出（施術所）」の手
続きが必要

－
勤務者がいれば

○
管理者と開設者が

異なれば○
○ ○ 複数施術所管理の場合○ － ー ○ － ○ ○ ○ 〇 －

22
受領委任を取り扱う療養費の種類の減

少
－ － － － － － － － － － － － － ○ －

※１…施術管理者と開設者が同一人であっても法人開設（施術管理者が代表取締役等を兼務）の場合は必要
※２…申請書類の様式第２号の２を申請する場合は、その勤務する施術者の免許証の写しを合わせて添付すること。
※３…令和2年12月31日以前に施術管理者となったことがある者については、受領委任の取扱いの承諾に係る通知（受領委任の取扱規程様式第３号）の写しを添付することで代えることができる。写しを紛失した場合は、自身で実務経験期間証明書を記載しても差し支えない。
※４…前任の施術管理者が17「施術所の廃止・受領委任の取扱いの辞退」の手続きを行うこと。
※５…移転に伴い遡及を希望する場合は移転前施術所の廃止年月日と移転後施術所の開設年月日の間が概ね２週間以内であること。また、２週間以内に近畿厚生局へ届け出ること。
　　　　条件を満たさない場合、受領委任の登録年月日（受領委任の取扱いの開始日）は、新規の届出と同様に、近畿厚生局への届出年月日となるので注意すること。
※６…施術所住所以外の情報（管理者、開設者、施術所名称等）に変更がない場合
※７…移転前の施術所について17「施術所の廃止・受領委任の取扱いの辞退」の手続きを行うこと。

＜各種手続き一覧早見表＞

○（いずれか）

○（いずれか）

移転後との継続性※６
が認められる場合は不要

手続きの内容


